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   開     議 

 

 

○内谷邦彦議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、渡部秀樹議員から資料の配付について

申出があり、会議規則第150条の規定により許

可いたしましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○内谷邦彦議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 渡部秀樹議員の質問 

 

 

○内谷邦彦議長 順位６番、議席番号10番、渡部

秀樹議員。 

  （10番渡部秀樹議員登壇） 

○１０番 渡部秀樹議員 おはようございます。

21爽風会の渡部秀樹です。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、通告に従って質問させていただき

ます。 

 このたびの質問は２項目７点、実質９点ほど

ございます。順次お答えいただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 １項目めは、第六次総合計画の将来像として

「みんながしあわせに暮らせる長井～ずっと笑

顔あふれるまち～」と定め、市政運営に取り組

む本市のまちづくり等についてお聞きいたしま

す。 

 １点目は、安心して健やかに暮らせ、住みや

すく住み続けたくなるまちづくりについての提

案をさせていただきます。 

 先に、災害時の物資集積拠点としての機能を

有する公設民営等による販売所の設置について

であります。 

 安心して健やかに暮らせるまち、そして住み

やすく、住み続けたくなるまちづくりのために

は、地域ごとの暮らしの格差を少しでもなくす

ことが大切であると思います。そこで、生活す

る上で欠かすことのできない小売店が少ない地

区やエリアもあるため、提案させていただきま

す。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項１－（１）

－①もご覧になりながらお聞きください。 

 この提案は、考え方としては平成27年３月定

例会、質問としては令和２年３月定例会でこれ

に近い提案をさせていただいております。 

 本市の周辺地区は各コミュニティセンターを

小さな拠点とした集落生活圏形成をしておりま

すが、人口減少や高齢化が著しい中山間地域等

において、将来にわたって地域住民が暮らし続

けることができるよう、地域住民が主体となっ

た生活サービスの維持・確保、地域の収入源確

保のためのコミュニティビジネスの実施など、

様々な課題があることは私も十分に承知してお

ります。このような諸課題の中で、私は周辺地

区の小売店の少なさが最も気にかかります。伊

佐沢地区には実証実験として開店した伊佐沢ス

マートストアはありますが、伊佐沢地区・西根
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地区にはコンビニエンスストアはなく、今後の

集落形成圏を維持する上で少し苦しいのは現実

であると思います。 

 そこで、伊佐沢地区・西根地区のコミュニテ

ィセンター付近に市が設置し、各コミュニティ

センターが中心となり運営する形で、沖縄の共

同売店のようにコミュニティビジネスのイメー

ジに近いような公設民営のコンビニエンススト

アタイプの販売所の設置について提案いたしま

す。私は20年ほど前に、まちづくりの視点を学

ぶ一環として、沖縄の共同売店について研修に

行きました。コンパクトな店舗に生鮮食料品か

ら日用雑貨まで様々なものが並び、にぎわって

おりました。お客様の声は、決して安くはない

が、共同売店がないと遠くに行かねばならない

ので、結果的に安く済むと好評でありました。

もし開店できれば、各店舗は災害時に物資の集

積拠点となり、各コミュニティセンターと併せ

地区の拠点として機能させることが可能ではな

いでしょうか。 

 また、中央地区でも長井駅西エリアは、長年

地域を支えてきたスーパーマーケットが閉店し

たため、新鮮な食料品を購入できる店舗が近く

になくなり、買物に苦労するエリアになってし

まいました。 

 そこで、百間通り付近への菜なポート３号店

の出店について提案いたします。百間通りに菜

なポートが開店できれば、長井バイパス、本町

通り、百間通りの市内の重要な３本の縦軸道路

に店舗がそろい、安心して健やかに暮らせ、住

みやすく、住み続けたくなるまちづくりにつな

がるのではないでしょうか。市長のお考えをお

聞かせください。 

 続いて、市職員の業務効率やストレス等の対

策についてでありますが、第六次総合計画の将

来像を完遂するためには、市職員の皆様の業務

効率の向上やストレス等の軽減対策が必要であ

るとの思いから提案させていただきます。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項１－（１）

－②もご覧になりながらお聞きください。 

 我が国は経済的に豊かな国である一方で、ス

トレス大国とも言われています。日本人の日本

人らしい周囲に細やかな気を配り、一生懸命で、

頼まれると断らない、断れない、その日本人の

気質の影響から、ストレスを感じ健康を害する

ことが懸念されています。最近の研究では、こ

のストレスこそが発がんと密接な関連があると

の指摘さえあります。 

 ストレスは、健康だけではなく人間関係にも

害を及ぼし、さらにストレスがたまる悪循環が

生じ、これが離職の原因やパワーハラスメント

やカスタマーハラスメントの原因になり、さら

に離職率の増加の原因になっているとの研究も

されております。では、なぜストレスがカスハ

ラなどの原因になるのでしょうか。人はプライ

ドの侵害や満たされない承認欲求、ゆがんだ正

義感などから起こる困りや怒りから過度のスト

レスを感じてしまい、カスハラをしてしまうと

されております。また、日本人の日本人らしい

周囲に細やかな気を配り、一生懸命で、頼まれ

ると断れない、断らない日本人気質の人は、ワ

ーカホリック的に仕事をすることが多く、大き

なプロジェクトが終わると仕事に対する熱意、

没頭、活力のバランスが崩れ、一気にバーンア

ウトしてしまい、燃え尽き症候群を起こし、離

職してしまうことが多いとされています。 

 日本では古来から、農作業や仕事を共にする

小集団単位で仕事の合間にする休憩のことをた

ばこ休みと称し、雑談をしながらお茶などの嗜

好品を口にし、コミュニケーションを取り、互

いの仕事の進行状況などをやんわりと把握して

おりました。これにより、互いを把握しつつス

トレスを軽減し、疲労回復と次の業務への弾み

をつけていたようでした。 

 そこで、市職員の業務効率やストレス等の対
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策のために業務中のティータイム的な休憩につ

いて提案させていただきます。また、令和３年

６月、令和４年３月、令和６年３月、令和６年

12月定例会に続き、このたびで５回目となりま

すが、非喫煙者に不快な思いをさせることがな

く、喫煙者はストレスなく喫煙できるように、

市庁舎隣接地へのしっかりと受動喫煙対策の施

された特定屋外喫煙場所の設置について提案さ

せていただきます。さらに、市民のストレス対

策や受動喫煙防止のため、ＴＡＳや町なかに受

動喫煙対策の施された特定屋外喫煙場所の設置

について提案させていただきます。市長のお考

えをお聞かせください。 

 次に、有害鳥獣駆除のインセンティブについ

てであります。 

 私は長く自然の山々や樹林帯で活動してきま

したが、その興味の発端となったのは30年ほど

前にある方にお会いし、お話を聞いたのがきっ

かけでした。その方は既に故人となっておりま

すが、秋田県阿仁地方の出身の伝説のマタギで、

単独で山に入り狩猟をなりわいとしていた方で、

引退後は栗駒山の自然観察員を務めておられま

した。マタギの激減していく社会に対し警鐘を

鳴らす一環として、自然、熊、マタギ、人々の

暮らしと、そのバランスの難しさなどについて

未来予測的にお話をいただきました。そのとき

のお話や、その後、実際に山々や樹林帯で活動

した経験を踏まえ、有害鳥獣の駆除が急務であ

るとの思いから提案させていただきます。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項１－（１）

－③もご覧になりながらお聞きください。 

 ここ数年の熊を含む有害鳥獣の被害や発見件

数は、ほぼ全国的に増加しております。これは

かつて個体数を減らし過ぎず、増やさないよう

にコントロールしてきた狩猟をなりわいとする

マタギの方々の減少により、個体数の増加に歯

止めが利かなくなり、まるで水をたたえるダム

が貯水の限界を超えあふれ出すがごとく、野生

動物を支え育んできた山々から人里へと生息域

を求め下りてきてしまったのだと私は感じてお

ります。この自然のうねりは、ある程度の境界

線を決め、河川敷や農地の未管理果樹を伐採し、

自然の山々が抱え切れる個体数になるまで減ら

さなければ収まらないことが予測されます。か

つて日本中でマタギが活躍していた時代、熊１

頭仕留めれば皮と胆のうなどで現在の価格にす

ると85から150万円、状態がよければそれ以上

の価格がつき、肉も卸せばさらにもうけがあっ

たと言われております。良質な猟場を求め、遠

方の山々へ出稼ぎするマタギもいたほどでした。

しかし、現在は商品価値が激変したこともあり、

狩猟はあまり魅力的な仕事ではなくなっており

ます。 

 そこで、提案させていただきます。命がけで

熊を含む有害鳥獣の駆除をしていただいている

方への報酬を上乗せするため、懸賞金のような

インセンティブを設けることはできないでしょ

うか。市長のお考えをお聞かせください。 

 ２項目めは、観光地域づくりについてお聞き

いたします。 

 第２期総合計画の中で、観光に関わる全ての

関係者や市民の連携と協働で観光づくりを進め、

訪れてみたい・住んでみたいまちになるよう計

画を策定するとのくだりから、この裾野の広い

観光産業の推進に総がかりで取り組む強い姿勢

が感じられる今後の交流と観光によるまちづく

りの方向性等についてお伺いいたします。 

 この項の１点目と２点目については、先日も

一晩にわたり閲覧させていただきまたが、本市

のデジタルアーカイブには様々な古きよき時代

の写真や文化財がまとめられており、このデー

タベースは今後、観光戦略にその力を発揮でき

得る資源になると強く感じたことから、次の段

階へ向かうための確認と提案になります。 

 １点目が重要文化的景観などの観光エリアを
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生かすための周辺整備等について提案させてい

ただきます。 

 最初に、昔の写真が見られるＱＲコードつき

の観光看板の設置についてであります。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項２－（１）

－①もご覧になりながらお聞きください。 

 令和５年６月定例会で重要文化的景観やその

周辺の数十年前の写真が印刷された現在の風景

と見比べができる街角看板の設置について提案

させていただきましたが、このたびはＱＲコー

ドつきの街角看板についてであります。 

 重要文化的景観の見える通りなどにＱＲコー

ド付街角看板を立て、そのＱＲコードをスキャ

ンすると重要文化的景観などが見える通りの昔

の写真や写真の年代、どのようなときに撮影さ

れたのかなど簡単な情報がスマートフォンに映

り、現在の風景と見比べられる仕組みができれ

ば、観光目的で来ていただいた方々に重要文化

的景観等を通じ、本市に興味を持っていただけ

るだけではなく、昔をしのぶ市民や子供たちへ

の文化教育、郷土愛の醸成にもつながるのでは

ないかと思います。 

 そこで、昔の写真が見られるＱＲコード付観

光看板の設置について、市長のお考えをお聞か

せください。 

 次に、市民と選ぶフォトスポットについてで

あります。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項２－（１）

－②もご覧になりながらお聞きください。 

 第２期観光振興計画にもあるように、観光事

業の推進のためには市民の方々の観光事業への

関心やご理解をいただき、総がかりで取り組む

姿勢が大切であると思います。 

 そこで、提案いたします。重要文化的景観区

域の宮・小桜エリア周辺について、市民の方々

の関心やご理解をいただくため、重要文化的景

観区域を中心にあなたが選ぶフォトスポットを

教えてくださいというような募集をしてはいか

がでしょうか。 

 もちろん市外の方々の参加も可能でよいと思

いますし、このようなスタンスの事業は子供た

ちの文化教育や郷土愛の醸成につながると思い

ます。市長のお考えをお聞かせください。 

 続いて、デジタルアーカイブ事業の今後につ

いて提案させていただきます。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項２－（２）

もご覧になりながらお聞きください。 

 この項の冒頭でも申しましたが、本市のデジ

タルアーカイブには様々な古きよき時代の写真

や文化財がまとめられております。このデータ

ベースは、まだまだ余剰や拡張性があるようで、

今後のデータ集積や活用方法に期待が持てると

思います。 

 そこで、提案いたします。現在集積中のデー

タがある程度デジタルアーカイブにアップされ

たタイミングで、移り行く時代の本市の街角写

真など長野県伊那市のような形でテーマや時代

などを絞りながら継続的に、広く市民の方々に

募集し、デジタルアーカイブにアップすること

はできないでしょうか。市長のお考えをお聞か

せください。 

 最後になります。自然体験型の野外活動とし

てジップラインの導入について提案させていた

だきます。 

 この質問は、議長のお許しをいただき配付さ

せていただきました資料の質問事項２－（３）

もご覧になりながらお聞きください。 

 ジップラインとは、大型のターザンロープの

ようなアスレチック系アウトドアアクティビテ

ィーで、ワイヤロープなどにつり下がり自重で

滑走するものです。ベルトハーネスを乗客の体

に固定して自重で滑走するようにしたものとタ

ーザンロープのようにワイヤロープにつかみ用
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のロープを取り付けて自重で滑走するようにし

たものがあります。なお、起源はインドや中国

で大きな河川を横断する交通上用具として使わ

れた紀元前３世紀まで遡ることができるそうで

す。山の高台などの高所をスタート地点とし、

地上のゴール地点まで一気に滑り降りるスピー

ド感と空を飛んでいるかのような浮遊感が味わ

えることが魅力で、特別なスキル・技術を必要

としないことから誰もがアトラクション感覚で

楽しめ、子供から大人まで幅広い年齢層で参加

できることが人気の理由です。一般的に体重は

100キロまで。90キロを超えている私も体験で

きました。身長140センチ以上、年齢10歳以上

ならば安心して楽しめるアウトドアアクティビ

ティーで、必要な道具・装備については、滑車、

ベルト、ハーネス、ヘルメットなどがあります

が、それら専門的なグッズのレンタル料は、ジ

ップライン施設の入場料やプランの体験料に含

まれることが一般的であるため、参加者は動き

やすく汚れてもよいものを基準に、施設ごとに

定められた服装であれば基本的に手ぶらで楽し

むことが可能です。 

 北海道から沖縄まで日本各地でアスレチック

施設などの設置されており、ハイシーズンや週

末には多くの体験者でにぎわっているようです。

体験料は2,000円から１万9,000円と様々で、滑

走距離や滑走スタイル、運営組織や想定ターゲ

ットと想定客数などにより価格決定をしている

ものと思われます。 

 そこで、提案させていただきます。本市はア

ウトドアアクティビティーにも力を入れており

ますが、ダム湖の横断や夏場のスキー場の利用

など、滑走中の風景を思い浮かべると少し足が

すくみますが、新たな自然体験型の野外活動と

してジップラインを取り入れてはいかがでしょ

うか。 

 以上、２項目７点、実質９点について市長の

お考えをお聞かせください。 

 壇上からの質問は以上になります。 

○内谷邦彦議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 渡部秀樹議員から、大きく２点、様々なご提

言、いろいろアイデアなども含めて頂戴いたし

ました。順次お答えしてまいりたいと思います。 

 まず最初に、持続可能で魅力あるまちづくり

等についてということで、私ども市のほうでも

進めようとしているようなことも含めて大変具

体的なご提言をいただきました。 

 まず最初の安心して健やかに暮らせ、住みや

すく住み続けたくなるまちづくりについてとい

うことで、第六次総合計画の将来像とも併せ具

体的に３点ほどご提案いただきました。 

 まず最初の災害時の物資集積拠点としての機

能を有する公設民営等による販売所の設置につ

いてにお答え申し上げたいと思います。 

 渡部議員からは、今後の集落生活圏を維持す

る上で伊佐沢地区及び西根地区のコミュニティ

センター付近にコミセンが中心となって運営す

る形での公設民営のいわゆるコンビニエンスス

トアタイプの販売所の設置をしてはどうかとい

うこと、また大きな問題の一つである中央地区

の長井駅西側のエリア、大変買物に苦労されて

いる主に中高年の方が多いということで、百間

通り付近へ菜なポート３号店を出店してはどう

かというご提言でございます。 

 まず最初のコンビニの件につきましては、議

員がおっしゃるとおりで、伊佐沢地区と西根地

区に、市内の６地区の中では、この２地区につ

いては残念ながらコンビニエンスストアがない

と。そこで私どもとしては非常に残念なのは、

コンビニエンスストアがあれば、わざわざ市役

所までいらっしゃらなくてもそこで市の様々な

証明書等々が取得できる。しかも年末年始の一

部を除いては夜遅くまで、ほとんど毎日これを

取ることができるというこの利便性、これがこ

の２地区については残念ながらないということ
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から、最初から一般社団法人をするということ

は、結局今までの任意団体では国からの支援な

どを受けて、例えば今回はワンボックスカーを

各１台ずつ配置しているわけですけど、これ配

置できないですね。市のものをお渡しするとい

うことはできるんですが、その管理上いろいろ

問題がありますので、一般社団のそういった組

織が必要だということで、ちょっと時間がかか

ったんですね。行く行くはそれぞれの６地区、

中央地区を含めてですが、本当にそれぞれの地

区のよいところ、あるいはほかにあって、ない

欠点の部分もありますけど、そういったところ

が様々あるわけで、それを私ども市のほうでこ

れをしてください、あれをしてくださいという

ようにお願いするよりも、むしろ自主的にご判

断していただきたいと。それについての支援体

制は十分取っていくというスタンスで今まで参

りました。 

 買物難民については、買物難民という言葉自

体もちょっと適正ではないんでしょうけども、

なかなか買物が困難な方については、昨年から

市内の移動販売店なんかのご協力やら、あるい

は新たにスーパーと提携して個人の住宅にお届

けするサービスやら、そしてコミセンのほうで

はワンボックスカーを使って買物に送迎するよ

うな、そういったことなども進めています。 

 ただし、冒頭申し上げましたように、市の出

先の機関というわけにはいかないんですが、そ

のコンビニがあることによって証明書、まずは

必要なところがすぐ、しかも長い時間取ること

ができるということで、何とかコンビニは造っ

ていきたいと。その際、西根地区も伊佐沢地区

も地元の野菜、果樹等々あるわけです。そうい

ったものを直売したいという考えあるわけです

から、それはコンビニとも一緒に、より充実し

た販売所になるわけです。それを意思表明とい

うのは、まだ具体的にいただいていないんです。

したいんだけど、どうだというのは、コンビニ

の場合ですとフランチャイズの契約金が必要に

なるわけですね。そういったものとか、場合に

よっては地元の方でやる方がいらっしゃれば、

それをコミセンの中にエリアを設けてやっても

らうとか、いろんなケースあるわけですけど、

これがまだ具体的にはなっていないんです。 

 ただし、来年からの、令和８年から令和17年

の公共施設等整備計画の中で、小学校を核とし

て、小さな拠点、コミセンと中央地区を除いて

は児童センターも一緒なわけですね。ですから、

これらを同じ敷地内にできないかと。これも条

件によって、例えば豊田地区みたいに川挟んで

分かれているところとか、あと伊佐沢の場合は

児童センターが学校から遠いんです。そういっ

たところの課題はあるんですが、これも地元の

皆様との話合いです。意見交換の中で整えてほ

しいなと。条件が整ったら小学校の改築あるい

は新築、そしてコミセンの改築、新築等、児童

センターも同じですね、これをやっていきたい。

そのときに併せて、このコンビニエンスストア

的なものをぜひ検討いただきたい。しかもこれ

市でお願いではなくて、地元の発案でお願いし

たいわけですね。だから市とは違う一般社団法

人になっていると。 

 昨日、金子議員からもいろいろございました

けれども、市の職員の給料表は使わせてもらっ

て、それを５年間の指定管理で委託料みたいな

形で給与分、人勧を含めてお支払いしているわ

けですが、例えば地元の一般社団法人ですから、

いろんな事業ができる。コミュニティビジネス

で、渡部議員もおっしゃっているような、それ

たくさんあるはずなんです。そういったことで

利益を得て、それをさらにコミセンの充実に使

うこともあるんですが、職員にちゃんとそれを

ご苦労分として上乗せすることは可能なわけで

すね。しかし、これ公務員はそれないわけです。

ですから、そういう意味では各コミセン６か所

それぞれにいろんな創意工夫をして、いい意味
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でお互いいいところは学び合いながら競ってい

ただくことによってその地域が、また長井市全

体が活性化するということで、そういった意味

では議員のおっしゃることは大賛成でございま

す。 

 西根地区においては、議員からありましたよ

うにコミセン内にミニ直売所として地域住民が

育てた野菜や飲料等の販売を行っておりまして、

冷蔵庫なども設置するなど内容の充実も現在図

られているということです。 

 伊佐沢地区につきましてもコミセン内で駄菓

子やアイスクリームのほか、ごみ袋等々の生活

必需品を販売しており、そのほか現在スマート

シティ長井実現事業で接している伊佐沢スマー

トストアや住民有志で運営している伊佐沢直売

所についても伊佐沢コミセンで連携、活用でき

ればと思います。 

 議員からは新たに販売所設置する提案があっ

たわけでございますが、地域住民が利用する既

存の設備がありますので、ぜひそこの活用も基

本としながら、大変いいアイデアでございます

ので、各コミセンで実施している公用車を活用

した移動支援及び移動販売車を活用した買物支

援等と組み合わせた事業展開により支援の強化

を図っていきたい、いただけるものではないか

と考えています。 

 また、災害時の物資拠点としてのコミセンの

活用については、現在取り組んでいるコミュニ

ティ拠点機能構築事業において平時にも活用可

能な防災資材の整備を予定しており、有事、平

時によらないコミセンの防災拠点としての機能

強化を図っていくと。 

 また、災害時の物資集積拠点として機能強化

という面については、既存の事業を強化しなが

ら今後、各コミセンと協議検討をしてまいりた

いと考えています。 

 一方で、深刻なのが、百間通りの菜なポート

の出店というご提案いただいたんですが、確か

に長井駅西側のスーパーマーケットの閉店によ

って、本当にこれは残念だったんですが、近隣

の方にとっては大変不便を感じていることと思

います。どうしても高齢者の方が多いので、車

の運転を控えている方が多いと。そうすると歩

いて、または自転車で行きたいんだけども、そ

れがなくなったというのは、南のほうのヨーク

ベニマルやヤマザワ、あるいはいろんなスーパ

ー、おーばんもありますし、あと北側にもおー

ばんはありますけど、そういったところまで出

向くにはちょっと距離があり過ぎるのかなと。

おっしゃるとおりでございます。 

 しかし、長井高校南側へ新たに出店したスー

パーマーケットは、この長井駅西側エリアも商

圏としているということは、ちょっと遠いんで

すが、車でいらっしゃるということ前提にして

いるんで、ここのところは別途考えなければい

けないと思っています。 

 新たに農産物直売所として出店する場合のこ

となんですが、実は現在の菜なポート、本町の

ほうのお店ですが、あれは底地が地元の金融機

関で、開発といいますか、タウンセンターとい

う会社をつくってやっていたんですね。メイン

のテナント店が出てしまったもんですから、苦

労されているということで、我々に依頼があっ

て、底地がちゃんとあるので、私どももその件

のところは借地しながら投資をできたと。 

 ただ、今、菜なポートあるいは道の駅川のみ

なと長井での課題は、直売所的な野菜とか、あ

と果物なんかはどうしても市場を通して買わざ

るを得ないですね。そういったものが農家の方

が本当高齢化して、少なくなって、給食の地産

地消も何とか進めて、もっともっといきたいん

ですが、これが大きな課題となっております。

あそこ、中道の旧スーパーのところについては、

底地のところが、例えばもともとうめやさんだ

ったわけで、おーばんになったわけで、そこの

ところについて我々に依頼があれば、これやっ
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ぱり検討して、できるだけ何らかの形で出店し

たいと思いますが、私どもから声をかけるとい

うのはかなりなかなか大変なことでございまし

て、そういった意味で言えば飯豊とか小国のス

ーパーがなくなって、町がお金も出したり、い

ろいろ支援をしながら民間と一緒になるという

こととはまたちょっと違うんですね。ですから、

そういったところの部分を何とか今後、解決す

るように、特に例えば市街地再開発は、この長

井市役所の近くですと比較的近い。特に駅西の

ほうからも、長井の駅の構内のところにあるわ

けですから、通路、駅のすぐそばなんで、駅東

ということなんで、そういったことで何とかで

きないかなと思ってもおりますが、なお、これ

は今後とも検討すべき課題だと思ってますんで、

渡部議員からもその辺の情報やら、あるいは具

体的なご提案ございましたらまたよろしくお願

いします。ちょっと長くなって申し訳ありませ

ん。 

 続いて、２点目の市職員の業務効率やストレ

ス等への対策についてということで、大変本来

であれば、使用者の責任者である私がしっかり

と把握しとかなければいけないわけでございま

すが、いろいろご提言いただきました。 

 職員の休憩時間については、長井市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例及び規則で定めて

いるわけでございますが、１日の勤務時間が８

時間を超える場合には少なくとも１時間の休憩

時間を置かなければならないことから、おおむ

ね４時間の連続する勤務時間の後の正午から午

後１時までを休憩時間としております。午後３

時には労働安全衛生委員会の取組としてラジオ

体操の放送を行い、この間は業務の手を止めな

がらリフレッシュを図るなどの時間としていま

す。 

 また、長時間の情報機器作業、これ大変です

ね。ＶＤＴ作業といいますかね、目の疲労です

ね、それから腰痛等の健康への影響も心配され

るところです。産業医の先生からは、１時間に

１回程度立ち上がって体を動かす等の休憩を取

るよう助言をいただいております。 

 市庁舎の屋上には喫煙所を設置しております。

これは健康増進法の中でも公的施設においても

一定程度の条件を満たせば設置できるというこ

とで合法的に設置しているわけですが、８月22

日に労働安全衛生委員会において庁舎全体の職

場巡視を実施いたしました。その際、産業医に

も同行いただき、喫煙所においては、たばこの

煙がきちんと排気され、庁舎内への流入を防止

する対策がきちんと講じられており、分煙がで

きていることを確認いただきました。また、受

動喫煙を防止するための設置場所としての適正

な場所だという意見もいただいたところです。 

 市庁舎隣接地への特定屋外喫煙所の設置につ

いてですが、市庁舎周辺は長井駅や「くるん

と」を利用する小さいお子さんや高校生などが

多いこと、また地方公共団体には市民の健康を

守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的

に推進するよう努めなければならない責務が課

されていることを踏まえながら慎重に判断すべ

きと考えます。 

 ただ、休日を含め長井駅や庁舎を利用される

方の喫煙場所がないということを考慮し、長井

駅北側に渡部議員からご提案のあった特定屋外

喫煙場所の設置について検討してまいりたいと

思っております。 

 今回は、喫煙所についても、これ町なかもそ

うなんですが、喫煙者ではない渡部議員からご

提案いただいたというのは、非常に公正な目で

ご判断いただいているんだなと感謝を申し上げ

ます。これを私から言うと、「おまえは喫煙者

だから言うんだろう」と必ず言われますんで、

そういった意味では大変、何でしょうか、重要

なご提言だと思います。 

 道の駅川のみなと長井のほうにある喫煙所の

ように室内で、なおかつ煙をちゃんと有害物質
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を吸って排煙、外に出す、そういう機能を備え

たものは市役所、駅の周辺に１か所はないと、

喫煙される方はしようがなくて路上で吸ってい

るんですね。ですから、それはかえってよくな

いので、設置すべきだと。あと町なかもおっし

ゃるとおりで、ただし、受動喫煙が絶対ないよ

うに配慮していくように考えています。 

 加えて、渡部議員からは、市民のストレス対

策や受動喫煙防止のためＴＡＳや町なかに受動

喫煙対策の施された特定屋外喫煙場所の設置に

ついてご提言をいただきました。 

 タスパークホテルについては現在８階、９階

の喫煙ブースと２階北側の屋外のブースがござ

いますが、受動喫煙防止のためにどのような対

策を講じることができるのか今後、関係団体と

も連携して検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 また、町なかについては、設置場所の条件や

町並みの印象、あるいはある程度の場所のスペ

ースや設置費用も考慮した上で総合的に判断し

ていきたいと考えております。ありがとうござ

いました。 

 この項の３点目、有害鳥獣駆除のインセンテ

ィブについてということで、ちょっと我々と違

う視点からご提言をいただきました。ありがと

うございます。 

 時間も、何とかできるだけ手短にお答えを申

し上げたいと思いますが、今年11月18日時点で

熊出没に対する出動対応件数は106回と、前年

比で約80回増加しています。昨年は26回という

ことなんですね。捕獲頭数は37頭となり、前年

比で28頭、昨年は９頭だったんですね、増加し

ています。本年は、例年と比較し熊の出没件数

が非常に多い。これは長井市に限らず、もう国

全体、特に東北では本当に大きな、重大な課題

だと思います。それこそ観光もままならない、

市民も外に出られない、屋外で農作業もできな

いということになりますので、これはもう抜本

的に私どもとしてはこの冬の間いろいろ議論を

重ねながら、来年の春から新たな体制で、対応

で、しかも国、県のほうでも同時進行で進めて

いますので、それらと呼応した形で徹底した対

応を取っていきたいと考えております。 

 それとは別に、環境省になるかと思いますが、

熊個体の動向の調査等々が最近ほとんどされて

いないということで、よく言われているのは、

今回大変人的被害も多かった。死者も何名も出

た秋田と岩手は、かなり個体が増えていると。

多分20年前の倍以上いるんではないかと。ただ、

山形県は、そんなには増えていないけど、増え

ていることは確かだということの実態の調査を

国と県も協力して進めなければいけないと思っ

ています。 

 いろいろ議員からもご提案いただいたんです

が、現在いわゆる鳥獣被害対策実施隊員の捕獲

活動に対する支援、これは猟友会の皆様に謝礼

をさせていただいているんですが、出動に応じ

て報償費として１日当たり１人5,100円なんで

すね。本当にこれは費用弁償の一部です。今年

度は熊の出没件数が多く、出没時の対応やわな

の見回り等の活動回数が増えており、例年どお

り様々な活動をお願いしているわけですが、猟

友会の負担が激増しているということは我々は

感じており、交付金の追加要望なども加えなが

ら、まずは猟友会の皆様と一緒になって、どう

いうふうな対応していくかということを探って

まいりたいと思っています。 

 ご承知のとおり、鳥獣保護管理法の一部が改

正され、今年は緊急銃猟が打ち出されたんです

が、これに対して我々市町村はかなり反発して

いるんです。結局国が、自衛隊まで出てきたわ

けですから、あと警察ですね、こんなことは最

初から分かっていることでしょうと幾ら言って

も聞く耳はなかったというのが、ですから私も

昨年の11月の全国市長会の理事会とかでいろい

ろ議員みんな言うんです。私ももちろん言いま
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した。こんな無責任な話ないだろうと。まさに

それが今の実態です。これは我々市町村だけが

正しいというわけではなくて、国と県、我々市

町村一体となって、市民の皆様が安全に暮らせ

るような、買物に行くにも大変だ、子供たちが

スクールバスでしか行けないなんていったら、

これはもう市民生活はままならないです。 

 こんな状況をつくってはならないということ

で、そういった意味ではインセンティブという

のは非常に面白い、斬新な、しかもかつて親交

のあった伝説のマタギさんから聞いたことなど

も参考にということでご提言いただいたんです

が、議員から提言いただきましたインセンティ

ブに関連しまして、捕獲個体数が多いイノシシ

については４月から10月に実施する夏季捕獲に

おいて１頭当たり１万5,000円の報償費をお支

払いしていると。熊については、今後さらに出

没が増える可能性もありますが、春季の捕獲や

有害捕獲、緊急銃猟などによる駆除頭数に応じ

て熊を捕獲した場合の奨励金について、これは

猟友会と相談しながら今後検討してまいらなけ

ればいけないだろうなと思っています。 

 鳥獣被害対策は、鳥獣の捕獲による個体群の

管理、侵入防止柵の設置等による侵入防止対策、

放任果樹、これは柿ですよね、こういったとこ

ろから市民一人一人のご協力をもって本当に総

がかりでやっていかないと我々の安全は守れな

いと思いますが、そういった緩衝帯の整備など

生息環境管理の３つの取組について総合的に取

り組むことが重要となります。警察によるライ

フル銃を使用した熊の駆除やガバメントハンタ

ー、集落周辺個体の捕獲の強化等国の各種対策

や動向を見据えながら来春以降しっかりとした

対策が取れるよう効果的な鳥獣被害防止対策が

実施できるように取り組んでまいります。すみ

ません。長くなって。 

 なお、これ熊の対策について一番最後なので、

ちょっとなかなか私の意見を言う機会がなかっ

たんですが、まず一つは、今スマートシティの

中でいわゆるＡＩつきのモーションカメラで17

台設置して、今までそれで猟友会のご協力を得

て、わなを仕掛けて、一般の市民の目に触れる

ことなく去年まではほぼできたんですね。 

 ただ、これがもう全然違ってきましたんで、

これを監視カメラ、別途100台ぐらい必要だろ

うと。あとモーションカメラについてもＡＩつ

きのやつも台数を増やしていくということと、

それからもう一つ、なかなかまだ知られていな

いんですが、今年の９月に実はＮＴＴ東日本、

そして関連会社のドローンの会社があるんです

ね、そこと韓国の水資源公社というところと、

ＮＡＶＥＲといいまして、ＬＩＮＥをつくった

ソフト会社、そこと私と長井市、全体で言えば

五者ぐらいで連携協定を結んだんです。これ何

かというと、デジタルツインという技術なんで

す。 

 これ画期的な技術で、何で長井でかというと、

その都市でやっているということと、長井が非

常にコンパクトなまちだからですね。要は災害

のときにどういうふうな対応するか。例えば水

害のときに逃げ道がどうなるかというのをドロ

ーンで全て、長井市内約２万ヘクタールの映像

を撮るんですね。画像を。それを今度は仮想空

間の中に全部下ろすんです。ですから、これと

同じような技術が国土交通省でやっている、都

市計画なんかでやっている、何ていうんでした

か。ＰＬＡＴＥＡＵという技術なんですが、そ

れも出たばっかりなんですが、それのもう画期

的な技術なんです。これなかなか一言では説明

できないんですが、そして契約して３か月で、

ついこの間、11月の下旬ですね、その水資源公

社とＰＬＡＴＥＡＵとＮＴＴ東日本のドローン

の会社からプレゼンをいただいた。３か月です

ごい技術なんですね。ただ、３か月でまだ全て

の映像を撮り切れていないので、これは多分災

害にも使えるんですが、都市計画にも使える。
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観光にも使えるんですね。熊対策に使えるんで

すよ。この辺を狙って、まずは長井市ならでは

の安全対策をしっかりと。ただ、１年では

100％と言えませんから、２年、３年かけて

100％長井市は安全だということで、この後、

観光の定義について簡潔にお答え申し上げます

が、そうでないと観光のお客さんもいらっしゃ

らないです。ご承知のとおり、全国の熊が出て

いるところの都市は、相当夜の売上げとか、日

中も人出がもうぱったりなくなったとか、そう

いうことなっていますんで、これが非常に重要

だと思います。ありがとうございました。 

 すみません。では、続いて、２点目の観光地

域づくりで、議員からは具体的にいろんな事例

とか、カラー写真入りでいただきました。あり

がとうございます。 

 観光地域づくりについてということで、議員

のほうからは、重要文化的景観などの観光エリ

アを生かすための周辺整備等についてというこ

とで、大きく３点ほどご提言をいただきました。 

 まず最初の昔の写真等が見られるＱＲコード

つきの観光看板の設置についてということと市

民が選ぶフォトスポットについて、ちょっと時

間もなくて、再質問も必要だと思いますので、

ここの部分ちょっと簡略化させていただきます

が、これは面白いと思います。 

 ただし、時期が問題で、今、議員がおっしゃ

るように建設課のほうで本当に頑張っていただ

いて、それに観光文化交流課が一体となって、

いかにして文教のエリアの舟運で栄えた最上川

の江戸時代末期の町場景観をどういうふうに市

民に、そして多くの観光客に楽しんでいただく

かといった場合に、必要となるのが、昨日も景

観法で浅野議員からもあったんですが、いかに

その景観を感じてもらえるかということ、電柱

の地下埋設と文教のエリア中心ですね、それか

らほとんど石畳でいいだろうと、県道なんか除

いてはですね。ただ、少し選ばなければいけな

いでしょうけども、それと何とか目抜き通りと

して水路を道路に出したいと。それに加えて、

それだけでは残念ながら町場景観の重要文化的

景観の建物というのは限られているもんですか

ら、なかなかそう簡単には感じられないですね。

したがって、この議員から提案いただいたＱＲ

コードつきの観光看板とか、あとその前に盛り

上げるためのフォトスポットとか、そういった

こと、これはぜひやるべきだと。 

 そこで必要なのは、空き家、空き店舗を利用

した、我々として非常に評価されているミニ美

術館なんです。これはまちめぐり美術館という、

まちづくりＮＰＯセンターのほうで提案してい

ただいて、それに市民の有志の人たちが協力い

ただいて、すごくいい企画を何年か続けてやり

ました。 

 それを今度実現しようと。４か所ぐらい欲し

いんですね。文教の杜から全面的なご協力いた

だいて、課題は、それをやる人が果たして見つ

けられるかなんです。その人を見つけて、その

人と文教の杜と併せてミニ美術館をどうするか、

運営しやすいよう、お土産品をどうするか、そ

して休憩するカフェとか、レストラン、日本料

理、そば屋さんでもいい、そういったものをち

りばめると。そうすると歩いて、そしていろん

なものを見て、休憩してお茶飲んで、そして記

念品を買って、ミニ美術館を見られるというの

は非常に面白いなと思って、これらのときに併

せてこれを実現するように、国土交通省の都市

再生整備計画事業でやっていますが、基本的に、

それだけでは全てできないので、地方創生のソ

フトの部分ですね、特に文化の部分とかは地方

創生でやらなければいけません。地方創生でも

らう分には、ソフト事業は９割なんですね。あ

とハードも75でできる。ですからハードルが高

いんですが、お金かかることも実現できるんで

すね。ただし、相当連携を取らないと採択なり

ません。したがって、建設課と観光文化交流課、
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それから地域づくり推進課や総合政策課、一体

となってやっていかなければいけない。これが

難しいところだと思っています。 

 ２点目のデジタルアーカイブ事業の今後につ

いてというのも、実はこれも一緒にやれるんで

す。地方創生の、今度は新しい制度にはなりま

すが、きっとこれは後退することはあり得ない

ので、もっともっと使えると。 

 ただ、その仕組みづくり、結局採用してもら

うために、その審査する人たちが、ああ、これ

は面白い、これはいけるなといういかにそのス

トーリー、物語をつくれるかということに尽き

ると思っています。 

 アーカイブ事業についてもそのときに改めて

また議員からご提言いただければと思います。 

 最後に、自然体験型の野外活動としてのジッ

プラインについてと。 

 これなかなか面白い。これは誰もがアトラク

ション感覚で楽しむことができる人気あるアウ

トドアアクティビティーで、本市でも取り入れ

たらどうかということで、ジップラインはワイ

ヤロープにつり下がるものやベルトハーネスで

体に固定するものがあって、山の斜面とか河川

など屋外で体験できるアウトドアアクティビテ

ィーとして大変人気があるということですので、

できれば本市のアクティビティーの一つとして

取り入れたいと思っておりまして、ただ、場所

をどうするかということ、設置場所の規模と費

用などの課題もありますので、この辺は大きく

考えますと長井ダムのウォーターアクティビテ

ィーと実は今度つくる、その都市再生整備計画

でつくる最上川の道の駅のそばのスポーツ公園、

梅林と、それから小出公園、その辺と、あと対

岸のあちらの、何でしょうか、長井を景観でき

るあそこを結びたいんですが、これ相当お金が

かかるんで、どういうふうにやっていくか、こ

の辺などもぜひいろいろ提言をさせていただき

ながら、これぜひ私もやりたい、やるべきだと。

長井の町なかにそれがあったら、ウォーターア

クティビティー、長井ダムは長井ダムでいいん

ですが、ここでやるとすごく面白いなと思って

いますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いしま

す。すみません。長くなりました。 

○内谷邦彦議長 10番、渡部秀樹議員。 

○１０番 渡部秀樹議員 様々答弁いただきまし

て、大分前向きにいろいろ答えていただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 ジップラインですとか、本当に熊の状態が収

まらないと屋外のアクティビティーは丸々でき

なくなっていくので、この辺を収まるように関

係各所と連携しながら進めていただきたいと思

う次第であります。 

 私、今回一番思っている、熊のこと、そして

ストレス対策のところになるんですけど、全体

通してこの多様な、少し私の、毎回そうですが、

少しきてれつな考え方、仏教なんかでも100年、

1,000年前からある色即是空という言葉、お経

の教典の中にあるんですが、世の中の万物とい

うのは形なきもの、つまり空であって、それは

不変なものはないんだよ。全て変わっていくも

のだよ。世の中に合わせて変わっていったり、

歩み寄ったり、世の中が寄ってきたりするもの

ですから、それを読みながら、市長のリードオ

フで進めていただきたいと思うところでありま

すし、私ども議員は助言や様々提案をさせてい

ただきたいなと思っているところであります。 

 このストレス対策、本当に大変だと思います。

市長も私も頼まれると断らないし、断れないし

という、休憩はあっても休暇はないような生活

をずっとしているんではないかなと思います。 

 先日、ちょっと議会の準備中、11月20日、山

形県の商工会議所で講演が、山形県でこの「カ

スハラから従業員を守る―攻めと守りの経営戦

略」という、あんまり経営戦略というよりは、

もう完全にカスハラを、ストレスをいかに軽減

して企業が乗り切っていくかという研修で、最
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初は眉唾だったんですけど、聞いてみると物す

ごく有効だなと。ストレスが、先ほど言いまし

たけど、喫煙者によくがんの話をされますが、

喫煙者ががんになるより喫煙者がたばこをやめ

た瞬間にがんになる確率が５倍に跳ね上がると

ある。ですから、ストレス対策にも健康で生き

るためにもたばこをちょっとずつ吸っていたほ

うがいい。でもヘビースモーカーは駄目です、

市長。なので、心と体を守るためにもストレス

軽減対策としていいのかなと思いました。 

 その中で講師の方が言っていたのが、一般社

団法人ココロバランス研究所という、心のバラ

ンスの研究するところなんですね。その大学の

教授さんだった方なんですけど、まだ若いんで

すが、この方が言っていたところですごく心に

刺さったのが、がんはストレスからの疾患だよ

と。雑談やコミュニケーションの中の、ティー

タイムではない、昔のたばこ休憩、簡単に言う

と、その中でストレス軽減をして乗り切ってき

た日本人というのはいて、ただ、この忙しい社

会でなかなか休憩を取るのは悪だという風潮が

あり、それができなくなったと。それはゆゆし

き事態だなと私は思っていますので、いろんな

ところで職員の皆様、そして職員の皆様のいろ

んなところがもう市民生活に直結していますん

で、ぜひいろいろ試していただきたいなと思う

次第であります。 

 あとは有害鳥獣対策なんですけど、自然学の

話になりますが、自然界というのは特に残酷で、

ある程度そのエリアの植物、依存する動物、個

体数が増えていくと、急に排除するために動く

そうです。極端に実をならすんです、前の年は。

翌年、極端に実をならさないそうです。そうす

ると個体同士の争いが起き、強い個体が残るん

ですね。でもはじき出された個体は、新たな生

息地を求めて、それは熊に限らず、虫なんかも

みんなそうです、そういうふうに行くと駆除に

遭うということになる。新たな土地を求めて移

動して生きていけるのは、ほんのごく一つまみ

だそうです。なので、その駆除に遭った動きを

すると、自然というのは残酷で、生息域、新た

な生息域に達し、つまり今でいうと人界ですね、

人が生活する生活圏へ達し、駆除に遭っていく

と。この場合、自然界は人間に駆除しろと。す

ごく残酷なことを人にさせるなと。これ自然の

摂理なんでしょうかね。私、自然学という学問

の中でこれを学んで、そのときが今来たと。 

 この話を31年前ですか、上杉さんという方が

栗駒山の自然観察員をされていまして、亡くな

る２年前です。奇跡的に私はお会いして、たま

たまお話を聞いたんです。二十歳そこそこの小

僧っ子つかまえて、その難しい話をしていただ

いたんです。多分多くの方にしたと思います。

ですが、そのとき私は感銘を受け、その後、自

然界に没頭する。そして今ここにいると。なの

で、このつながりというのは大事だなと思いな

がら今、市長とお話をしておりました。 

 これからもよろしくどうかお願いいたします。

質問を終わります。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○内谷邦彦議長 次に、順位７番、議席番号15番、

今泉春江議員。 

  （15番今泉春江議員登壇） 

○１５番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江

でございます。 

 大きく２つの質問をします。答弁は、市長に

求めます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初の質問です。柏崎刈羽原発再

稼働について質問いたします。 

 新潟県の花角英世知事は11月21日、避難路の

整備などに取り組むことを前提に東京電力柏崎

刈羽原発６号、７号機の再稼働を容認する考え


